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Ⅲ 災害に強い県づくりに向けた提案・要望 
 

「安心・成長・自立自尊の埼玉」の実現

に向けた提案・要望 

 
＜重点政策に関する提案・要望＞ 
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要望先：内閣府・総務省・財務省・ 
    国土交通省・気象庁 

県担当課：土地水政策課・危機管理課・消防防災課 
道路政策課・河川砂防課・水道企画課 

大規模災害への備え 

 首都直下地震などの大規模災害が発生した場合には、東日本大震災と同様に広範

な地域に被害が及ぶことが想定される。また、近年、台風の強大化や局地的な大雨

の頻発が指摘されており、都市の浸水被害や山間部の土砂災害などの危険性が増大

している。 

平成25年９月には本県内で竜巻が短期間に連続して発生して甚大な被害をもたら

し、被災者生活再建支援の課題が浮き彫りとなった。 

東日本大震災を教訓とし、広域的な視点から震災対策の見直しを進めるとともに、

様々な大規模災害から人命を守るため、治水対策、橋りょうを含む緊急時輸送道路

整備、及び医療設備の整備など、安心・安全の確保に向けた対策を進める必要があ

る。 
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大規模地震対策の強化 
 
 東日本大震災による被害を踏まえ、近い将来発生が予想される首都直下地震の新

たな被害想定を基に「首都直下地震の地震防災戦略」の検討・見直しを行い、その

対策強化を図るとともに、その必要な財源を確保すること。 

1 内閣府 

 

◆現状・課題 

 ・ これまでの想定をはるかに超える東日本大震災の発生により、国や地方公共団体で

は、地震対策や津波対策の再検討が迫られている。 

 ・ 特に、首都直下地震は近い将来の発生が予想されており、東日本大震災の教訓を生

かし、新たな被害想定の下、震災対策を進めていく必要がある。 

 

 ○中央防災会議「首都直下地震の地震防災戦略」（平成 18年４月策定） 

・ 人的被害軽減戦略 

 死者数を半減 

  約 11,000人→約 5,600人（夕方６時、風速 15m/秒の場合） 

・ 経済被害軽減戦略 

 経済被害を４割減 

  約 112兆円→約 70兆円（夕方６時、風速 15m/秒の場合） 

・ 主な具体目標 

  住宅・建築物の耐震化率 75％→90％ 

  密集市街地の整備 不燃領域率 40％以上 

  自主防災組織率の向上 72.5％→96％ 

 

 

◆提案・要望の具体的内容 

「首都直下地震の地震防災戦略」の減災目標達成のため、具体的な施策の創設

や拡充が必要である。 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【内閣府】 

   防災対策の充実    53億 2,500万円（26年度 52億 8,800万円） 

  ◇制度の改正等の状況 

   平成 26年３月に「首都直下地震緊急対策推進基本計画」が作成された。 

   今後、災害応急対策に係る「具体計画」や地震防災戦略（首都直下地震対策）の策定・

検証を行う予定である。 
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八ッ場ダム建設事業の推進 内閣府・総務省・財務省・国土交通省 2 

 八ツ場ダムについては、治水・利水上必要不可欠なダムであるので、関係する地

方公共団体や地元住民の意見を踏まえ、早期に完成させること。また、引き続き本

体工事に必要な予算措置を講じること。 

◆現状・課題 

 ○事業参画団体： 埼玉県、東京都、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県の１都５県 

  

 ○治水上の必要性 

   昭和 22年のカスリーン台風時の利根川の氾濫により甚大な被害を受けた本県にとっ

て、利根川の治水対策は必要不可欠である。 

   八ッ場ダムは吾妻川流域における初めての大規模な洪水調節施設（集水面積 711km2、

治水容量 6,500 万 m3）である。これにより、既存ダム群とあわせて利根川上流域での

様々な降雨パターンに対応できるようになり、治水効果が高いことから早期の完成が

必要である。 

 

 ○水利権 

   埼玉県は、現在毎秒約 26㎥の水利権を取得しているが、この中に八ッ場ダム参画を

前提とする毎秒約 7.5㎥の暫定水利権が含まれている。（割合は約 29％） 

   この水量は、約 160 万人分の水道水に相当するため、八ッ場ダムの早期完成による

暫定水利権の安定化が水道水の安定供給には不可欠である。 

 

 ○平成 25年度までの埼玉県支出額（実負担） 

   建設事業（治水） 約 153億円 

   建設事業（利水） 約 336億円 

   水特事業     約 95億円 

   基金事業     約 25億円 

 

 ○平成 26年度予算 

   国土交通省は平成 26年度予算として本体工事費を含む約 99億円を計上した。 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【国土交通省】 

  ・ 八ッ場ダム建設事業 119.25億円（26年度 99.31億円）[事業費ベース] 

  ・ 気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化に備えた治水対策として国費約 4,916億円とな

っている。 

  ・ 「抜本的な治水安全度の向上等を図るため、放水路の整備やダム事業等について整備

効果の早期発現に向け重点的に実施する。」としている。 
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 被災者生活再建支援法の運用に当たっては、同一の自然災害に見舞われた隣接市

町村が住宅全壊世帯数の基準を満たさない場合でも、同一災害であることをもって

支援対象とするなど、弾力的な運用を図ること。 

◆現状・課題 

被災者生活再建支援制度 

 ・ 一定の要件に該当する市町村内の被災世帯に対して、住宅の被害程度に応じた基礎

支援金と住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給される。 

 ・ しかし、同一の自然災害に見舞われた隣接市町村でも、住宅全壊被害を受けた世帯

数が基準に満たない場合には、支援金の支給が受けられない状況にある。 

 

◆参考 

 被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会（第１回:平成 25年 10月 23日開催） 

委員／有識者、新潟県危機管理監、兵庫県防災企画局長、つくば市長、釜石市長の 

計９名 

3 被災者生活再建支援法の弾力的な運用  内閣府 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【内閣府】 

   被災者生活再建支援金補助金  ６億円 

 

  ◇制度改正等の状況 

   内閣府では、平成 25年 10月 23日に｢被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会｣

（第１回）を開催して以降、８月 14 日までに９回の検討会を開催しているが、現在まで

要望事項に係る結論は出されていない。 

火山噴火対策の強化     【新規】 

 火山噴火被害の軽減を図るため、監視・観測体制の強化や大量の火山灰が降灰し

た場合における火山灰の処理について明確な指針を示すこと。 

4 内閣府・気象庁 

◆現状・課題 

 ・ わが国には 110 の活火山があり、うち噴火警戒レベルが運用されている火山は 30

である。（平成 26年４月現在） 

・ 平成 26年９月に噴火した御嶽山は、警戒レベルが運用されている火山ではあるが、

レベル１（平常）であったにも関わらず、突然の噴火により甚大な被害が発生した。 

・ 火山噴火による被害の軽減を図るためには、予知技術の向上と監視・観測体制の強

化が必要である。 

・ 火山噴火により、火山灰が広範囲にかつ多量に降ることが考えられる。 

・ 大量の火山灰は経済活動や県民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 

・ このため、火山灰の処理について、国の明確な指針が必要である。 
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○国の動向等 

  ◇概算要求状況【気象庁】 

   気象等の予測・監視システムの強化 121億円 

 

  ◇制度改正等の状況 

 特になし 

竜巻の発生メカニズムの解明  

竜巻の発生メカニズムを解明するため、省庁横断的・学際的な体制で研究を進め

るとともに、竜巻被害防止のために必要な予算を確実に確保すること。 

内閣府・気象庁 

◆現状・課題 

・ 近年、本県、茨城県、栃木県、群馬県など関東地方の内陸部において竜巻が短期間

に多数発生し、また、今後とも発生するおそれがある。 

・ このような竜巻の頻発は、地球温暖化などの大きな気候変動が原因と考えられるが、

竜巻の発生メカニズムや発生の予測については、いまだ十分に解明されていないのが

実情である。 

 

◆参考 

竜巻等突風対策局長級会議（平成 25年 9月 6日） 

構成省庁／内閣府、警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 

経済産業省、国土交通省、気象庁、環境省、防衛省 

5 
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圏央道などの整備促進 

首都圏の交通網の骨格をなし、緊急輸送道路となっている圏央道や外環道、上尾

道路、本庄道路、東埼玉道路などの整備については、必要とする予算を国の責任で

確保し、整備を促進すること。 

特に、圏央道の桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ間の開通目標が平成27年度とされて

いるが、一日も早く開通させること。 

また、地域高規格道路である新大宮上尾道路（与野JCT～圏央道）については早期

整備を図ること。 

6 財務省・国土交通省 

◆現状・課題 

（１）圏央道（首都圏中央連絡自動車道） 

  ・整備位置  都心から半径およそ 40～60ｋｍの環状道路 

  ・延長    約 300ｋｍ（うち約 181ｋｍは供用中） 

  ・埼玉県内  延長 58.4ｋｍ（うち 36.5ｋｍは供用中） 

（２）外環道（東京外かく環状道路） 

  ・整備位置  都心から約 15ｋｍの環状道路 

  ・延長    約 85ｋｍ（うち約 34ｋｍは供用中） 

（３）上尾道路（一般国道 17号） 

  ・区間    さいたま市西区宮前町～鴻巣市箕田 

  ・延長    約 20ｋｍ 

（４）本庄道路（一般国道 17号） 

  ・区間    深谷市岡～群馬県高崎市新町 

  ・延長    約 13ｋｍ（国道 462号以南約６ｋｍは未事業化） 

（５）東埼玉道路（一般国道４号） 

  ・区間    八潮市八條（外環道）～春日部市下柳（国道 16号） 

  ・延長    約 18ｋｍ 

（６）新大宮上尾道路（地域高規格道路） 

  ・区間    さいたま市中央区円阿弥（与野 JCT） 

～桶川市大字川田谷（圏央道）～鴻巣市箕田（一般国道 17号） 

  ・延長    約 25ｋｍ（うち約 16ｋｍが整備区間に指定） 

 

 

 
○国の動向等 

  ◇概算要求状況【国土交通省】［事業費ベース］ 

    直轄事業 1兆 8,284億 5,100万円（26年度 1兆 5,720億 7,200万円） 
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要望先：内閣府・総務省・財務省・文部科学省 
厚生労働省・国土交通省 

 

公共施設の耐震化・長寿命化 

災害時において、県民生活や経済活動への影響を最小限に抑えるためには、緊急
輸送道路の機能の確保は不可欠である。また、都市公園や学校施設等は、災害時に
避難地や避難路として機能するなど、地域の防災性の向上に大きな役割を果たして

いる。 
しかし、これらの公共施設の多くが高度経済成長期以降に建設、整備されたもの

で、近年、老朽化が進んでおり、公共施設が果たすべき災害時の機能に支障を及ぼ
すおそれがある。また、今後、一斉に大規模な修繕や更新を迫られ、将来に大きな
負担が生じることも予想される。 

このことから、公共施設の耐震化・長寿命化対策を計画的かつ総合的に推進し、
災害に強い県づくりに積極的に取り組む必要がある。 

大規模地震に備えた橋りょうの耐震補強の推進 

 大規模地震時に緊急活動や支援物資の輸送の役割を行う緊急輸送道路のネットワ

ークを確保し、落橋等の甚大な被害から人命を守るため、橋りょう耐震化に必要な

財源を確保すること。 

国土交通省 

◆現状・課題 

・ 阪神淡路大震災では多くの橋りょうで橋脚の損傷や橋桁の落下などが発生し、甚大

な被害をもたらすとともに、復旧に多大な費用と長い期間を要した。この教訓から、

本県は昭和 55年よりも古い基準で建設され、かつ橋脚を有する橋りょうの耐震化を計

画的に進めてきた。 

・  東日本大震災では、救助活動や被災地支援などの災害対策の面で緊急輸送道路が大

きな役割を果たした。そこで、緊急輸送道路の耐震補強が必要な 132 橋について、こ

れまでの計画を大幅に前倒しし、平成 27年度末までに耐震補強を完了させることを目

標に事業を推進している。 

・  併せて、平成 26年度からは緊急輸送道路以外の耐震補強が必要な橋りょうの耐震化

に着手し、スピード感を持って県管理道路全体の耐震補強を進めていく。 

・  東京湾北部地震などの大規模地震の発生が予想される中、早急に震災被害の防止策

を講じ県民の安心安全を確保する必要がある。 

7 

県担当課：学事課・社会福祉課・道路政策課 
道路環境課・河川砂防課・水辺再生課 
公園スタジアム課・教育局財務課 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【国土交通省】［事業費ベース］ 

  社会資本総合整備        4兆 7,818億 1,100万円（26年度 4兆   980億 5,900万円） 

   ・社会資本整備総合交付金 2兆 1,769億 6,500万円（26年度  1兆 8,653億 1,300万円） 

  ・防災・安全交付金    2兆 6,048億 4,600万円（26年度  2兆 2,327億 4,600万円） 
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8 老朽化する橋りょうに対応した道路管理の推進 国土交通省 

 県や市町村が橋りょうを計画的に維持管理するため、点検、修繕及び更新に必要

な財源を確保すること。 

◆現状・課題 

・ 高度経済成長期に建設された多くの橋りょうが老朽化し、このまま放置すると一斉

に大規模な修繕や架換えの時期を迎え、将来に大きな負担が生じることとなる。 
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老朽化が進む埼玉県の橋りょう

○国の動向等 
  ◇概算要求状況【国土交通省】［事業費ベース］ 

   社会資本総合整備       4兆 7,818億 1,100万円（26年度 4兆   980億 5,900万円） 

    ・社会資本整備総合交付金 2兆 1,769億 6,500万円（26年度  1兆 8,653億 1,300万円） 

   ・防災・安全交付金    2兆 6,048億 4,600万円（26年度  2兆 2,327億 4,600万円） 

○ 埼玉県内の橋りょう数 

  (橋長 2ｍ以上  18,879橋) 

 

○ 埼玉県管理の橋りょう竣工年次グラフ（平成 25年４月１日時点） 
(橋長 2ｍ以上  2,505橋) 

○ 架設後５０年以上経過している橋りょう（本橋）の割合の推移 
  (橋長 2ｍ以上  2,505橋) 
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9 河川管理施設の長寿命化の推進 国土交通省 

 老朽化した河川管理施設の長寿命化対策を推進するため、施設の計画的な更新や

修繕に必要な財源を確保すること。 

◆現状・課題 

 ・ 高度経済成長期に建設された排水機場や矢板護岸は、その多くが老朽化しており、

計画的な更新や修繕による施設の長寿命化が必要であるが、これには多額の費用を要

する。 

 ○排水機場の状況  

 

        

  ○矢板護岸の状況 

 

 

 

               

                    

 排水機場調査結果（平成２５年度） 
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不明 昭和４０年代 昭和５０年代 昭和６０年代 平成１０年代以降

【
延
長
（

k
m
）
】

【整備時期】

矢板護岸調査結果（平成25年度）

矢板護岸 

２６４km（９．４％） 

その他（土、石、ブロック等） 

２，５５９km（９０．６％） 

 

・排水機場は、４５機場のうち 

１３機場（約３割）が整備後 

３０年以上を経過 

 

 

 

全体の
約60%

 

・矢板護岸は、総延長約２６４ｋｍ 

 のうち、約１６０ｋｍ（約６割） 

 が整備後３０年以上を経過 



                       41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

老朽化する都市公園に対応した管理の推進 

 公園施設長寿命化対策支援事業について、地方の実情や財政状況に配慮し、必要

な財源を確保するとともに、交付対象事業の要件の緩和を図ること。 

国土交通省 

◆現状・課題 

 ・ 高度成長期以降に整備された県内の多くの都市公園では、年々、施設の老朽化が進

展している。 

 ・ このため、本県では、公園施設の劣化や損傷を適切に把握した上で、公園施設の維

持保全、撤去・更新等に係る費用が最小となるよう「公園施設長寿命化計画」を策定

し、「公園施設長寿命化対策支援事業」を活用しながら、公園施設の計画的な維持管理・

更新に取り組んでいる。 

 ・ しかし、「公園施設長寿命化対策支援事業」に必要な国の財源が十分に確保されてい

ないほか、市町によっては面積要件などの交付対象事業の要件を満たさない施設が多

くあり、計画的な維持管理・更新を行うことが困難な状況にある。 

  

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 「公園施設長寿命化対策支援事業」について必要な国の財源を確保するとともに、

面積（２ｈａ以上）や総事業費（1,500万円以上）などの交付対象事業の要件の緩和を

図ること。 

10 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【国土交通省】 

  社会資本総合整備事業費 

   4兆 7,818億 1,100万円（26年度 4兆 980億 5,900万円）［事業費ベース］ 

   2兆 3,290億 7,600万円（26年度 1兆 9,964億 1,900万円）［国費ベース］ 

・社会資本整備総合交付金    

2兆 1,769億 6,500万円（26年度 1兆 8,653億 1,300万円）［事業費ベース］ 

    1兆 643億 7,200万円（26年度 9,123億 6,200万円）［国費ベース］ 

  ・防災・安全交付金 

    2兆 6,048億 4,600万円（26年度 2兆 2,327億 4,600万円）［事業費ベース］ 

    1兆 2,647億 400万円（26年度 1兆 840億 5,700万円）［国費ベース］ 

 

  ◇制度改正等の状況    要望に係る制度改正等の動きなし 

矢板護岸 

２６４km（９．４％） 

その他（土、石、ブロック等） 

２，５５９km（９０．６％） 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【国土交通省】［事業費ベース］ 

   社会資本総合整備       4兆 7,818億 1,100万円（26年度 4兆   980億 5,900万円） 

   ・社会資本整備総合交付金 2兆 1,769億 6,500万円（26年度  1兆 8,653億 1,300万円） 

   ・防災・安全交付金    2兆 6,048億 4,600万円（26年度  2兆 2,327億 4,600万円）   
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学校施設の耐震化・長寿命化等の推進 

 公立学校施設の耐震化や防災機能の強化、老朽化対策等を進めるための措置を引

き続き強力に推進すること。 

 Is値（構造耐震指標）０．３以上の施設の耐震化について、Is値０．３未満の施

設の耐震化と同等の財政支援措置を講じること。 

 構造体の長寿命化やライフラインの更新等が計画的に実施できるよう、補助要件

の緩和や地方財政措置の充実を含めた、十分な財政支援措置を講じること。 

 耐震化や防災機能の強化、老朽化対策、空調設備の設置など公立学校の施設整備

に必要な財源については、十分な規模を確保すること。 

 私立学校に通う児童生徒等の安全を確保するため、私立学校施設の耐震化や防災

機能の強化について、補助率の嵩上げや補助対象校（園）数の拡大を通じ、強力に

推進すること。 

  

内閣府・総務省・財務省・文部科学省 

◆現状・課題 

 ・ 学校施設は児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時には

地域住民の避難場所としての役割も果たすことから、地震や台風、竜巻等に対し、そ

の安全性の確保は重要である。 

 ・ 東日本大震災において、学校施設をはじめとした多くの施設が甚大な被害を受けた

が、残された学校施設は避難所として多くの地域住民を受け入れており、災害時にお

ける避難拠点としての学校施設の重要性が再認識された。 

○公立学校施設 

 ・ 平成 26年４月１日現在、本県の公立小中学校施設の耐震化率は 97.2％で、全国平均

の 92.5％を上回っているが、耐震性のない棟数は 128棟あり、耐震性の確保は喫緊の

課題である。 

 ・ 本県の公立小中学校施設の大半は昭和 44 年度から昭和 59 年度の児童生徒急増期に

建設されている。今後はこれらの施設が更新時期を迎えることとなり、老朽化対策の

推進は全国的な課題である。 

 ・ 本県では近年、夏場の気温の上昇傾向が見られるため、市町村から空調設備設置の

要望が寄せられている。 

○私立学校施設 

 ・ 全ての県立高校で耐震化が終了しているのに対し、私立高校の耐震化率は、82.4％

に止まっている。私立幼稚園についても、耐震化率は 72.5％であり、全国平均の 77.8％

を下回っている。さらに、これまでの耐震診断の結果、70％以上が耐震工事が必要と

の判定が出ており、児童生徒等の安全が確保されているとは言い難い。 

 ・ 一方で、児童生徒数は今後も大幅な増加は見込めないため、私立学校が内部留保を

蓄積するのは難しい。特に、幼稚園については保育所との競合もあり、経営環境は極

めて厳しく、公的補助がなければ耐震化が進められない状況である。 

   平成 25年度の状況 

学種等 
補助率 

Is値 0.3未満 

補助率 

Is値 0.3以上 

補助申請 

校(園)数 

補助決定 

校(園)数 

高等学校等 耐震補強 １/２  １/３ ４ ４ 

幼稚園 
耐震補強 １/２ １/３ ６ ６ 

改築 １/３ １/３ ８ ８ 
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◆提案・要望の具体的内容 

  ○公立学校施設 

 ・ 地震防災対策特別措置法を改正し、Is値 0.3以上の施設の耐震化の補助率嵩上げ措

置について、Is値 0.3未満の施設の耐震化と同等の財政支援措置を講じること。 

 ・ 学校施設の耐震化を推進するため、年度途中においても必要な措置を講じること。 

 ・ 従来、改築していた老朽施設の再生を図るため、構造体の長寿命化やライフライン

の更新等が計画的に実施できるよう、平成 25年度から創設された長寿命化改良事業の

補助要件の緩和や地方財政措置の充実を含めた、十分な財政支援措置を講じること。 

 ・ 地方負担の軽減を図るため、現行の地方債「全国防災事業債」を継続するとともに、

より一層の充実を図ること。  

 ・ 平成 26 年度当初の国の公立学校施設整備予算は、平成 25 年度当初予算とほぼ同額

となっているが、一般会計予算において、平成 26年度当初に計画していた事業の一部

の採択が見送られた。耐震化や防災機能の強化、老朽化対策、空調設備の設置など公

立学校施設整備に必要な十分な規模の財源を、当初予算において確実に確保すること。 

 

  ○公立小中学校施設の耐震化に係る補助制度等の概要 

事業区分 
国庫補助率 

(※1) 

地方債 

充当率(※3) 

地方債に対する

交付税措置率 

(※3) 

実質的な 

地方負担率 

Is値 0.3未満の耐震補強 2/3 (※2) 100％ 80％ 6.7％  

Is値 0.3以上の耐震補強 1/2 (※2) 100％ 80％ 10％ 

Is値 0.3未満の改築 1/2 (※2) 100％ 80％ 10％  

Is値 0.3以上の改築 1/3 100％ 80％ 13.3％ 

※1 国庫補助率については、文部科学省の補助基準及び関係法令による。 

  ※2 地震防災対策特別措置法により嵩上げされた国庫補助率（平成 27年度までの時限措置） 

※3 全国防災事業債を活用した場合 

 

 ○私立学校施設 

・ 私立学校施設整備費補助金（私立高等学校等施設高機能化整備費）について、補助

率を嵩上げし、必要な財源を確保すること。 

・ 私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）について、補助率を嵩上げす

るとともに、補助対象園数の拡大に必要な財源を確保すること。 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況【文部科学省】 

   公立学校施設の耐震化及び老朽化対策等の推進   

                 3,449億 5,800万円（26年度 1,270億 7,700万円） 

   私立学校施設・設備の整備（耐震化等の促進） 

                  624億 4,400万円（26年度  123億 1,400万円） 

  ◇制度改正等の状況 

・ 長寿命化改良事業における耐力度調査要件の撤廃を行うこととしている。 
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厚生労働省 

12 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積み増し及び延長等 

 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業について、災害時に自力で避難するこ

とが困難な方が多く入所している社会福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備を

促進するため、基金の積み増し及び実施期限の３年間延長を図ること。 

 また、耐震化整備事業及びスプリンクラー整備事業の対象となっていない事業所

を含む全ての施設を対象に加えること。 

◆現状・課題 

 ・ 本県では、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を活用した社会福祉施設等の耐震

化事業を推進し、平成 21年度から 25年度までの間に 13施設の耐震化を完了した。 

 ・ また、消防法令でスプリンクラー設備の設置が義務付けられている施設の全てで整

備を完了した。 

 ・ 今後、耐震化が必要な社会福祉施設について、平成 29年度までに計画的に耐震化を

推進する。 

 ・ このため、平成 25年度から社会福祉施設等の耐震化改修に要する費用に係る設置者

負担額に対する県単独補助を実施している。 

 ・ また、スプリンクラー設備の設置義務のない施設についても、すべての施設で整備

を促進している。 

 

◆参考（社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金） 

 ・事業期間：平成 21年度～26年度 

 ・事業対象等 

区分 主な対象施設 補助率 

耐震化整備事業 
救護施設、障害者支援施設、障害児入所施設、 

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設 
基金 ２／４ 

県  １／４ 

設置者１／４ スプリンクラー

整備事業 

障害者支援施設、短期入所事業所、ケアホーム、 

グループホーム 

・基金の執行状況                 （単位：百万円） 

平成 25年度末 

基金累計額  

Ａ 

平成 26年度末 

取崩し見込み額 

Ｂ 

平成 26年度末 

基金残額見込み 

Ｃ＝Ａ－Ｂ 

平成 29年度 

までに積み増し 

が必要な額 

2,263 2,263 ０ 3,374 

 

○国の動向等 

  ◇概算要求状況     要望に係る概算要求なし 


